
議案第３５号 

平成２９年度さいたま市病院事業会計予算 

  (総 則) 

第１条 平成２９年度さいたま市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  (業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 病 床 数 ５６７床

(2) 年 間 入 院 患 者 数 １６６，４４０人

(3) 年 間 外 来 患 者 数 ２３９，１２０人

(4) 一 日 平 均 入 院 患 者 数 ４５６人

(5) 一 日 平 均 外 来 患 者 数 ９８０人

(6) 主 要 な 建 設 改 良 事 業

市立病院施設整備事業 事業費 ６，００２，９２７千円

医療機器等整備事業 事業費 １８２，９７９千円

（収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収       入  

第１款 病 院 事 業 収 益 １６，２２７，１５１千円 

 第１項  医 業 収 益 １４，６６６，７８８千円 

第２項  医 業 外 収 益 １，４９６，９５７千円 

第３項  特 別 利 益 ６３，４０６千円 

          支       出  

第１款 病 院 事 業 費 用 １６，２２７，１５１千円 

 第１項  医 業 費 用 １５，５４１，７０１千円 

第２項  医 業 外 費 用 ５９６，１９４千円 

第３項  特 別 損 失 ８８，５４４千円 

 第４項  予 備 費 ７１２千円 

 (資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支 

出額に対し不足する額１，０６８，１３１千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補 

するものとする。）。 

         収       入  

第１款 資 本 的 収 入 ５，４３８，９６３千円 

第１項 企 業 債 ５，３１７，８００千円 

第２項 出 資 金 １１２，９８２千円 



第３項  固定資産売却代金 １千円 

 第４項  国 庫 補 助 金 ４，０９０千円 

 第５項  県 補 助 金 ４，０９０千円 

          支       出  

第１款 資 本 的 支 出 ６，５０７，０９４千円 

第１項  建 設 改 良 費 ６，３２３，７９２千円 

第２項  企 業 債 償 還 金 １８３，３０２千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事項 期間 限度額 

市立病院建替工事ＣＭ業務 
平成 29 年度から 

平成 31 年度まで 
32,400 千円 

市立病院環境影響評価事後調査書作成業務 
平成 29 年度から 

平成 31 年度まで 
19,872 千円 

(企業債) 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

市立病院立

体駐車場建

設工事 

132,400 千円

普通貸借 

又は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資 金 に つ い

て、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の年度に

おける利率と

する。） 

政府資金等についてはその融

資条件により、銀行その他の

場合にはその債権者と協定す

るものによる。ただし、財政

の都合により据置期間及び償

還期間を短縮し、又は繰上償

還若しくは低利に借換えする

ことができる。 
市立病院建

替事業 
5,185,400 千円

 (一時借入金) 

第７条 一時借入金の限度額は、３００,０００千円と定める。 



  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。 

(1) 給    与    費 ７，５７９，０８７千円

(2) 交    際    費 ４１４千円

  (たな卸資産購入限度額) 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、３，７７３，５９３千円と定める。 

平成２９年２月７日提出 

さいたま市長    清  水  勇  人 


